
◆
国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特

例
制
度
の
ご
案
内

国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
で
あ
れ
ば
、

学
生
も
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
学
生
の
方
は
一
般
的
に
所

得
が
少
な
い
た
め
、
ご
本
人
の
所
得
が

一
定
額
以
下
の
場
合
、
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納
付

特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
方
は
、
学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
大
学
（
大
学
院
）
、
短
期
大
学
、

高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学

校
及
び
各
種
学
校
（
修
業
年
限
１
年
以

上
で
あ
る
課
程
）
に
在
学
す
る
学
生
等

で
、
ご
本
人
の
前
年
所
得
が
次
の
計
算

式
で
計
算
し
た
金
額
以
下
で
あ
る
こ
と

が
条
件
で
す
。

【
所
得
の
目
安
】

１
１
８
万
＋
（
扶
養
親
族
等
の
数×

38
万
円
）

学
生
納
付
特
例
の
承
認
期
間
は
４
月

か
ら
翌
年
３
月
ま
で
と
な
り
ま
す
が
、

承
認
を
受
け
た
次
の
年
度
も
在
学
予
定

で
あ
る
場
合
は
、
４
月
初
め
に
再
申
請

の
用
紙
が
届
き
ま
す
。

引
き
続
き
、
学
生
納
付
特
例
制
度
の

申
請
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

【
国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特
例

の
申
請
に
つ
い
て
】

学
生
納
付
特
例
制
度
に
よ
り
、
平
成

31
年
度
（
令
和
元
年
度
）
に
保
険
料
納

付
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
方
で
、
令
和
２

年
度
も
引
き
続
き
在
学
予
定
の
方
へ
、

３
月
末
に
基
礎
年
金
番
号
等
が
印
字
さ

れ
た
ハ
ガ
キ
形
式
の
学
生
納
付
特
例
申

請
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

同
一
の
学
校
に
在
学
さ
れ
て
い
る
方

は
、
こ
の
ハ
ガ
キ
に
必
要
事
項
を
記
入

し
て
返
送
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
令

和
２
年
度
の
申
請
が
で
き
ま
す
。（
こ
の

場
合
、
在
学
証
明
書
又
は
学
生
証
の
写

し
の
添
付
は
不
要
で
す
）

な
お
、
令
和
２
年
度
は
学
生
納
付
特

例
制
度
を
利
用
せ
ず
保
険
料
の
納
付
を

ご
希
望
の
場
合
は
、
納
付
書
を
作
成
し

て
送
付
し
ま
す
の
で
、
お
近
く
の
年
金

事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度
に

つ
い
て

老
齢
基
礎
年
金
（
65
歳
か
ら
受
け
ら

れ
る
年
金
）
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
に
な

る
ま
で
の
40
年
間
保
険
料
を
納
め
な

け
れ
ば
、
満
額
の
年
金
を
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
忘
れ
な
ど

に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付
済
期
間
が
40

年
間
に
満
た
な
い
場
合
は
、
60
歳
か
ら

65
歳
に
な
る
ま
で
の
間
に
国
民
年
金

に
任
意
加
入
し
て
、
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
で
、
満
額
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
（
国
民
年
金
の
任
意
加
入
は
、

お
申
し
出
し
た
日
か
ら
と
な
り
ま
す
）

な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る

た
め
に
は
保
険
料
の
納
付
済
期
間
と
保

険
料
の
免
除
期
間
等
の
合
算
が
原
則
と

し
て
10
年
以
上
必
要
と
な
り
ま
す
が
、

こ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
は
、

70
歳
に
な
る
ま
で
任
意
加
入
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。（
た
だ
し
、
昭
和
40
年

４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
に
限
ら

れ
ま
す
）

ま
た
、
海
外
に
在
住
す
る
日
本
国
籍

を
持
つ
方
も
国
民
年
金
に
任
意
加
入
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
お
近
く
の
年
金
事
務
所

ま
た
は
、
役
場
窓
口
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◆
年
金
相
談
・
お
手
続
き
の
際
は
、

ぜ
ひ
ご
予
約
を

日
本
年
金
機
構
の
全
国
の
年
金
事
務

所
で
は
、
年
金
相
談
や
年
金
請
求
手
続

き
に
つ
い
て
、
事
前
予
約
が
可
能
で
す
。

待
ち
時
間
の
少
な
い
予
約
相
談
を
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

①
予
約
相
談
希
望
日
の
１
ヶ
月
前
か
ら

前
日
ま
で
受
付
し
て
い
ま
す
。

②
お
申
込
み
の
際
は
、
基
礎
年
金
番
号

の
わ
か
る
も
の
（
年
金
手
帳
や
年
金

証
書
な
ど
）
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

予
約
方
法
は
、
全
国
共
通
の
予
約
専

用
受
付
電
話
「
０
５
７
０―

05―

４
８

９
０
」
ま
た
は
お
近
く
の
年
金
事
務
所

に
電
話
・
来
訪
時
に
お
申
込
み
く
だ
さ

い
。

◇
お
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ

電
話
34―

２
１
２
１
内
線
４
１
３

日
本
年
金
機
構

旭
川
年
金
事
務
所

電
話
０
１
６
６―

72―

５
０
０
２


